
近
世
に
お
け
る
伊
賀
陽
夫
多

園
の
祭
祀
と
芸
能

青

盛

透

は

じ

め

に

三
重
県
伊
賀
市
阿
山
に
あ
る
陽
夫
多
神
社
は
、
現
在
河
合
・
馬
場
・
円
徳
院
・
大
江
・
田
中
・
馬
田
・
千
貝
・
波
敷
野
・
大
江

の
八
地
区
を
氏
子
圏
と
す
る
大
社
で
あ
る
。
近
世
で
は
藪
田
、
あ
る
い
は
河
合
天
王
宮
と
よ
ば
れ
、
近
代
以
降
は
陽
夫
多
神
社
と

よ
ん
で
い
る
。
当
社
の
最
大
の
祭
礼
は
八
月
一
日
に
行
わ
れ
る
O
園
祭
で
あ
り
、
こ
の
祭
礼
に
は
花
あ
げ
と
称
す
る
行
事
と
、
大

踊
り
と
小
踊
り
が
付
随
す
る
願
の
山
と
通
称
す
る
太
鼓
台
が
最
大
の
催
し
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
近
世
以
来
、

陽
夫
多
O
園
の
こ
の
祭
祀
は
疫
病
除
け
の
効
験
で
近
隣
村
落
に
知
ら
れ
、
願
の
山
を
模
倣
す
る
神
社
も
出
て
差
し
止
め
の
訴
訟
に

い
た
っ
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
。

さ
て
陽
夫
多
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
、
最
初
の
報
告
は
昭
和
十
三
年
(一
九
三
八
)
刊
行
の
�
三
重
県
下
の
特
殊
神
事
�
で

(

)

あ
り
、

1

八
月
一
日
の
O
園
会
に
関
連
し
て
願
の
山
と
花
笠
行
事
を
紹
介
し
て
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
、
唯
一
の
公
的
な
記
載
で
あ
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る
。し

か
し
、
近
代
に
な
っ
て
こ
の
祭
礼
の
再
評
価
は
遅
れ
、
三
重
県
に
広
く
分
布
す
る
い
わ
ゆ
る
か
ん
こ
踊
り
と
の
混
同
も
見
ら

れ
た
ほ
ど
で

(

)

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
一
年
(一
九
八
六
)
に
筆
者
が
発
表
し
た
�
民
俗
芸
能
に
お
け
る
囃
子
物
の
様
式

2

│
サ
ン
ヤ
レ
・
ケ
ン
ケ
ト
・
踊
子
・
笹
囃
子
�
(�
民
俗
芸
能
研
究
�
第
三
号
所
収
)
の

(

)

論
考
と
同
年
お
よ
び
翌
年
刊
行
の
�
近
江
の
ケ

3

ン
ケ
ト
祭
り
・
長
刀
振
り
一
・
二
�
で
、
当
時
阿
山
町
の
陽
夫
多
O
園
の
踊
り
を
サ
ン
ヤ
レ
な
ど
の
歌
謡
の
様
式
分
析
と
芸
能
様

式
を
取
り
上
げ
、
中
世
末
期
に
流
行
し
た
囃
子
物
芸
能
と
位
置
づ
け
、
滋
賀
県
栗
太
・
甲
賀
・
蒲
生
郡
に
分
布
す
る
サ
ン
ヤ
レ
や

ケ
ン
ケ
ト
や
花
奪
い
の
芸
能
と
神
事
に
つ
な
が
る
も
の
と
評
価
し
た
こ
と
が

(

)

あ
る
。
そ
の
後
�
三
重
県
の
民
俗
芸
能
�
で
、
福
田

4

良
彦
が
�
願
之
山
踊
り
�
と
い
う
名
称
で
陽
夫
多
O
園
を
取
り
上
げ
、
現
行
の
祭
礼
と
芸
能
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
を
行
っ
て

(

)

い
る
。
福
田
の
報
告
は
筆
者
の
中
世
末
期
の
囃
子
物
芸
能
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
陽
夫
多
O
園
の
踊
り
に
つ
い
て
の

5

評
価
は
定
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
〇
〇
八
年
八
月
、
三
重
県
教
育
委
員
会
�
ふ
る
さ
と
文
化
再
興
事
業
�
の
一
環
と
し
て
、
伊
賀
市
陽
夫
多
神
社
の
O
園
祭
映

像
記
録
作
成
が
開
始
さ
れ
、
筆
者
も
そ
の
一
員
と
し
て
参
加
し
た
。
そ
の
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、
陽
夫
多
神
社
祭
祀
に
関
連
す

る
近
世
史
料
が
、
地
元
に
多
く
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
て
知
っ
た
。
近
世
初
頭
か
ら
昭
和
に
い
た
る
ま
で
の
史
料
は
、

一
部
を
除
き
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
民
俗
芸
能
と
し
て
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
る
、

近
世
以
前
の
祭
祀
の
古
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
史
料
に
し
た
が
っ
て
、
陽
夫
多
O
園
の
祭
礼
と

そ
れ
に
と
も
な
う
願
の
山
踊
り
の
芸
能
が
現
行
と
ど
の
よ
う
に
異
っ
て
い
た
か
を
検
証
し
、
本
来
の
祭
祀
と
芸
能
の
あ
り
方
を
復

元
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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第
一
章

近
代
以
降
の
陽
夫
多
O
園
の
祭
礼
行
事

第
一
節

現
行
の
陽
夫
多
�
園
祭
礼

陽
夫
多
O
園
の
起
源
に
つ
い
て
は
古
い
記
録
も
な
く
、
未
詳
の
部
分
が
少
な
く
な
い
。
中
世
の
京
都
の
O
園
祭
り
や
尾
張
津
島

天
王
祭
の
影
響
は
大
き
く
、
伊
賀
・
甲
賀
の
東
海
道
を
O
園
祭
り
や
花
あ
げ
行
事
が
広
い
範
囲
で
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
多
く
の
地
域
で
記
録
伝
承
の
類
を
喪
失
し
て
、
祭
礼
の
歴
史
的
経
由
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
当
氏
子
域
に
は
文
禄
年
間
か
ら
O
園
祭
礼
の
頭
屋
帳
が
残
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
近
世
初
頭
以
来
、
上
郷
・
下
郷
の
祭

祀
組
織
に
よ
っ
て
こ
の
行
事
が
連
綿
と
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
可
能
性
は
高
く
、
そ
の
点
で
も
当
地
の
祭
礼
行
事
の
価
値
は
貴
重

と
い
え
る
。

O
園
祭
礼
に
お
け
る
最
大
の
行
事
は
、
花
あ
げ
と
願
の
山
踊
り
で
あ
る
。
赤
い
造
花
を
わ
ら
束
に
挿
し
た
燈
籠
型
の
花
笠
を
用

い
る
花
あ
げ
の
行
事
は
、
か
つ
て
三
重
県
伊
賀
地
方
に
は
ほ
と
ん
ど
の
村
落
に
分
布
し
た
も
の
で
、
現
在
で
も
ウ
チ
ワ
取
り
の
行

事
と
な
っ
て
い
る
場
所
も
あ
る
が
、
そ
の
風
習
は
か
な
り
多
数
残
っ
て
い
る
。
当
社
の
氏
子
八
地
区
は
そ
れ
ぞ
れ
十
軒
程
度
を
一

組
に
五
組
作
り
、
毎
年
二
組
の
持
ち
回
り
で
花
当
番
が
あ
た
り
、
六
月
中
頃
か
ら
準
備
に
か
か
っ
て
、
合
計
二
十
数
本
の
花
笠
が

作
ら
れ
て
い
る
。

本
祭
以
前
で
重
要
な
O
園
行
事
は
、
七
月
二
十
五
日
の
精
進
祭
で
あ
る
。
こ
の
行
事
は
い
ま
で
も
昔
の
よ
び
方
で
シ
ュ
ウ
シ
と

称
し
、
午
後
に
神
社
願
(拝
)
殿
で
踊
り
子
や
神
輿
舁
き
な
ど
祭
礼
奉
仕
者
の
参
集
が
あ
り
、
三
献
式
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
儀
式
を
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仕
切
る
の
は
主
宰
者
と
よ
ぶ
役
員
二
名
で
、
祝
言
曲
と
し
て
O
園
祭
り
願
の
山
踊
り
の
お
囃
し
歌
の
一
節
を
歌
う
。
か
つ
て
こ
の

役
は
囃
し
上
げ
と
よ
ば
れ
、
家
柄
も
決
っ
て
い
た
が
、
現
行
で
は
総
代
か
ら
二
名
が
選
ば
れ
て
担
当
す
る
。
当
日
、
祭
礼
用
の
装

束
や
道
具
も
役
つ
け
に
し
た
が
っ
て
配
布
さ
れ
、
願
の
山
踊
り
の
稽
古
も
開
始
さ
れ
る
。
ヨ
ミ
ヤ
の
前
日
と
な
る
七
月
三
十
日
が

総
仕
上
げ
で
、
そ
れ
ま
で
連
日
稽
古
が
続
け
ら
れ
る
。

八
月
一
日
の
本
祭
で
は
、
花
笠
を
早
朝
に
各
地
区
の
組
当
番
の
屋
敷
地
に
立
て
る
。
ま
た
大
踊
り
の
踊
り
子
の
屋
敷
地
に
も
後

述
の
オ
チ
ズ
イ
を
立
て
る
。
正
午
前
に
は
陽
夫
多
神
社
に
そ
れ
ぞ
れ
花
笠
が
持
寄
ら
れ
、
願
殿
前
に
二
か
所
に
わ
け
て
立
て
る
。

午
後
二
時
神
社
の
祭
典
が
終
る
と
、
花
あ
げ
の
行
事
と
な
り
、
見
物
人
が
一
斉
に
花
を
取
り
合
う
。

つ
い
で
行
わ
れ
る
願
の
山
踊
り
は
、
二
十
歳
前
の
青
年
男
子
六
名
を
踊
り
子
と
す
る
大
踊
り
と
、
四
、
五
歳
男
子
十
二
名
を
踊

り
子
と
す
る
小
踊
り
の
、
二
組
の
踊
り
が
行
わ
れ
る
。
小
踊
り
は
幼
児
な
の
で
、
実
際
に
は
親
の
介
添
え
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
に

な
る
。
と
も
に
鮮
や
か
な
山
鳥
の
毛
で
飾
っ
た
冠
を
か
ぶ
り
、
手
甲
・
脚
絆
・
白
足
袋
・
草
履
履
き
に
麻
の
浅
黄
色
の
着
物
を
着

用
す
る
。
大
踊
り
は
オ
チ
ズ
イ
と
称
す
る
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
幣
の
下
が
っ
た
旗
指
物
を
、
小
踊
り
も
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
も
の

を
と
も
に
背
に
つ
け
る
。

願
の
山
と
い
う
の
は
、
三
基
の
鋲
打
ち
の
大
太
鼓
を
乗
せ
た
山
車
の
こ
と
で
、
シ
ン
プ
ル
な
木
組
に
の
屋
形
に
生
の
杉
葉
を
葺

き
、
三
方
を
白
い
幌
幕
で
囲
み
、
六
本
の
社
紋
付
き
の
幟
を
さ
し
て
、
下
に
四
つ
の
車
輪
を
つ
け
、
二
本
の
綱
で
境
内
を
曳
き
回

す
も
の
で
あ
る
。
大
踊
り
は
六
名
の
踊
り
子
が
つ
い
て
、
囃
子
歌
に
あ
わ
せ
て
太
鼓
を
打
つ
。
一
方
、
小
踊
り
は
小
型
の
締
太
鼓

を
用
い
十
二
名
が
太
鼓
打
ち
と
太
鼓
受
け
に
分
か
れ
て
六
組
作
り
、
こ
れ
も
囃
し
上
げ
二
名
の
歌
う
囃
子
歌
に
あ
わ
せ
て
、
太
鼓

を
打
っ
て
歩
行
し
て
い
く
の
が
本
来
の
様
式
で
あ
る
。
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こ
の
行
事
が
終
る
と
、
続
い
て
願
殿
前
に
お
い
て
、
囃
し
上
げ
二
名
の
歌
に
合
わ
せ
て
小
踊
り
が
演
じ
ら
れ
る
。
小
踊
り
は
太

鼓
を
打
ち
つ
つ
横
に
移
動
す
る
単
純
な
動
き
で
あ
る
が
、
囃
し
上
げ
の
歌
う
歌
謡
は
、
サ
ン
ヨ
リ
と
ゲ
ニ
モ
サ
ヤ
と
い
う
囃
し
詞

を
含
む
古
風
な
も
の
で
あ
る
。
続
い
て
お
よ
そ
三
十
名
の
曳
き
手
に
よ
っ
て
願
の
山
が
曳
き
出
さ
れ
、
大
踊
り
と
な
る
。
囃
し
上

げ
の
�
ヒ
ー
フ
、
ミ
ー
ヨ
�
で
数
を
読
み
上
げ
る
声
に
合
わ
せ
て
太
鼓
を
打
っ
て
願
殿
前
を
一
往
復
し
、
互
礼
と
よ
ぶ
行
事
が
終

わ
る
。
お
旅
所
か
ら
の
還
御
を
待
っ
て
神
輿
が
戻
る
と
、
大
踊
り
が
鳥
居
前
に
向
い
て
一
往
復
し
、
ま
た
小
踊
り
が
行
わ
れ
る
。

さ
ら
に
三
度
目
の
大
踊
り
が
終
る
と
、
願
殿
前
に
願
の
山
が
据
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
七
遍
返
し
と
い
う
行
事
と
な
り
、
お
踊
り

が
太
鼓
を
打
つ
願
の
山
の
周
り
を
、
囃
し
上
げ
の
先
導
で
小
踊
り
の
一
団
が
左
回
り
に
七
回
ま
わ
っ
て
行
事
を
終
え
る
。

花
あ
げ
の
行
事
は
か
つ
て
は
激
し
く
花
を
奪
い
合
っ
た
と
伝
え
、
隣
接
す
る
滋
賀
県
甲
賀
市
な
ど
で
は
�
花
奪
い
�
の
名
称
も

あ
る
が
、
当
地
で
は
花
あ
げ
と
よ
ん
で
い
る
。
古
く
は
他
地
域
の
花
あ
げ
が
終
る
と
、
神
社
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
、
そ
れ

か
ら
陽
夫
多
O
園
が
始
ま
り
、
終
る
と
さ
ら
に
西
の
神
社
に
連
絡
し
た
と
伝
え
る
。
花
あ
げ
の
行
事
は
、
O
園
祭
り
の
も
つ
疫
神

送
り
の
性
格
を
も
ち
、
華
や
か
な
花
に
疫
神
を
憑
依
さ
せ
、
疫
神
が
戻
ら
な
い
よ
う
に
花
笠
を
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
行
事
で
あ

る
。陽

夫
多
O
園
の
踊
り
は
神
事
芸
能
と
し
て
は
シ
ン
プ
ル
な
踊
り
で
あ
る
が
、
囃
し
上
げ
が
歌
う
サ
ン
ヨ
リ
と
い
う
言
葉
は
、
近

世
初
期
に
確
実
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
神
事
芸
能
の
囃
し
詞
で
あ
り
、
現
在
で
も
サ
ン
ヤ
レ
と
い
う
囃
し
詞
で
京
都
市
と

滋
賀
県
湖
東
お
よ
び
甲
賀
地
方
の
神
事
芸
能
に
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
囃
し
詞
か
ら
な
る
歌
と
芸
能
を
中
世

に
は
囃
子
物
と
呼
ん
だ
も
の
で
、
陽
夫
多
O
園
の
願
の
山
踊
り
は
中
世
末
期
の
芸
能
の
伝
統
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ゲ
ニ
モ

サ
ヤ
も
、
現
在
で
も
伝
統
芸
能
の
狂
言
歌
謡
に
伝
わ
っ
て
い
る
囃
し
詞
で
、
�
実
も
さ
や

様
が
り
も
そ
よ
の
う
�
と
い
う
中
世
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末
期
に
民
衆
の
間
で
流
行
し
た
歌
謡
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
び
た
び
指
摘
し
て
き
た
通
り
で

(

)

あ
る
。

6

ま
た
祭
祀
で
は
な
い
が
、
陽
夫
多
O
園
は
神
社
境
内
北
に
あ
る
神
井
水
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
七
月
二
十
八
日
に
は

井
戸
の
清
掃
が
特
別
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
井
戸
の
水
は
O
園
祭
り
の
頃
に
な
る
と
不
思
議
と
湧
き
出
て
く
る
も
の
で
、
願
の
山
の

病
気
平
癒
祈
願
と
と
も
に
、
こ
の
井
戸
の
水
を
持
帰
り
飲
む
と
病
に
効
く
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
信
仰
は
す
で
に
忘
れ
か
け
ら
れ

て
い
る
が
、
祭
礼
当
日
に
こ
の
井
戸
水
を
持
帰
っ
て
飲
む
慣
習
は
、
現
在
で
も
一
部
の
人
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
節

昭
和
初
期
の
陽
夫
多
�
園

現
行
の
陽
夫
多
O
園
で
は
、
願
の
山
は
一
基
出
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
願
の
山
が
一
基
と
な
っ
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
河
合
区
の
奥
井
益
五
郎
氏
(一
九
二
四
年
生
)
か
ら
の
聞
き
取
り
で
も
、
願
の
山
は
昔
は
二
基
出
て
、

大
踊
り
も
今
の
倍
の
十
二
名
出
た
。
戦
後
に
一
基
と
な
り
、
そ
の
人
数
の
出
し
方
も
、
下
郷
で
は
川
合
の
お
宮
さ
ん
で
あ
る
か
ら

川
合
だ
け
で
四
名
出
し
て
、
あ
と
は
馬
場
一
名
と
円
徳
院
一
名
出
し
た
と

(

)

い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
上
郷
で
は
田
中
・
千
貝
・
馬
田

7

・
波
敷
野
か
ら
六
名
か
ら
出
し
た
と
い
い
、
祭
祀
組
織
と
し
て
上
郷
・
下
郷
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

千
貝
区
の
中
弥
太
郎
氏
(一
九
二
七
年
生
)
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
千
貝
は
四
十
軒
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
た
め
、
千
貝
と
田
中
が
順
番
に

大
踊
り
を
出
し
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
千
貝
と
田
中
が
上
郷
で
は
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

現
行
で
は
主
宰
者
と
よ
ん
で
い
る
音
頭
取
り
の
こ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
か
つ
て
は
囃
し
上
げ
と
よ
ん
で
い
た
。
中
弥
太
郎

氏
の
話
で
は
、
下
郷
二
名
・
上
郷
二
名
の
囃
し
上
げ
が
い
た
。
川
合
で
は
町
野
氏
と
山
村
氏
、
波
敷
野
と
千
貝
、
円
徳
院
や
馬
田

に
も
そ
の
家
柄
が
あ
っ
た
と
い
う
。
陽
夫
多
の
O
園
行
事
は
囃
し
上
げ
が
采
配
す
る
も
の
で
、
下
郷
一
名
・
上
郷
一
名
出
て
、
左
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手
に
8
、
右
手
で
団
扇
を
持
っ
て
、
団
扇
で
拍
子
を
取
っ
て
い
た
。
大
踊
り
は
願
解
き
で
あ
る
の
で
、
百
名
の
願
が
あ
れ
ば
百
回

踊
る
も
の
だ
っ
た
。
宮
司
か
ら
渡
さ
れ
た
8
の
葉
の
数
だ
け
踊
り
、
囃
し
上
げ
が
8
の
葉
を
ち
ぎ
っ
て
願
数
を
数
え
た
。

昭
和
三
年
(一
九
二
八
)
年
八
月
、
陽
夫
多
神
社
文
書
�
神
社
昇
格
申
請
書
控
�
所
載
の
�
古
来
ノ
祭
礼
旧
慣
神
事
ニ
関
ス
ル
調
�

に
よ
れ
ば
、
囃
し
上
げ
は
上
下
郷
の
山
ご
と
に
各
六
名
が
つ
き
、
社
前
を
往
復
す
る
を
も
っ
て
一
回
の
願
解
が
成
就
し
た
も
の
と

み
な
し
た
、
と
あ
る
。
花
あ
げ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
年
で
�
一
〇
〇
蓋
上
下
�
と
記
さ
れ
、
現
状
よ
り
多
数
の
花
笠
が
出
た
ら

し
い
。
甲
賀
の
花
奪
い
行
事
で
も
、
花
笠
は
一
つ
に
つ
き
一
蓋
と
勘
定
し
て
い
る
。

シ
ュ
ウ
シ
に
つ
い
て
も
記
載
が
あ
り
、
参
籠
社
に
て
宮
長
や
神
輿
舁
き
、
願
解
人
が
集
結
し
て
シ
ュ
ウ
シ
を
行
っ
た
と
い
う
。

ま
た
神
井
に
つ
い
て
は
、
普
段
は
渇
れ
井
戸
で
あ
る
が
、
O
園
祭
十
日
前
に
な
る
と
湧
き
出
し
、
氏
子
参
拝
者
は
こ
れ
を
�
み
、

病
気
の
と
き
や
農
作
物
の
害
虫
が
発
生
し
た
と
き
用
い
る
と
あ
る
。

ま
た
囃
し
上
げ
の
書
い
た
歌
本
は
、
死
亡
し
た
と
き
に
は
棺
お
け
に
入
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
中
弥
太
郎
氏
も
総
代
の
と
き

に
は
歌
本
を
自
作

(

)

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
古
い
歌
本
は
残
ら
な
い
。
お
囃
し
歌
は
二
十
四
番
ま
で
あ
っ
た
。
願
の
山
が
二
基
あ
っ

8

た
と
い
う
話
は
、
昭
和
十
三
年
(一
九
三
八
)
の
�
三
重
県
下
の
特
殊
神
事
�
に
願
の
山
を
�
願
解
ト
シ
テ
行
フ
行
事
ニ
シ
テ
、
上

下
二
ヶ
所
ニ
設
ケ
�
と
記
載
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
踊
り
子
は
各
六
名
と
明
記
し
て
あ
る
の
で
、
古
老
の
記
憶
通
り
、
上
下
郷
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
一
基
ず
つ
出
す
の
が
、
願
の
山
の
本
来
の
形
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
願
の
山
の
最
後
は
、
山
を

願
殿
前
中
央
に
止
め
て
、
小
踊
り
が
外
周
を
ま
わ
る
七
遍
返
し
の
行
事
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
中
弥
太
郎
氏
の
談
話
で
は
、
当
時
七

遍
返
し
に
い
た
っ
て
て
も
、
二
基
の
願
の
山
は
停
止
せ
ず
に
動
い
て
い
た
と
い
う
の
で
、
停
止
し
た
山
の
周
り
を
小
踊
り
が
回
る

現
行
様
式
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
た
ら
し
い
。
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第
二
章

近
世
陽
夫
多
O
園
の
祭
祀
と
組
織

第
一
節

河
合
天
王
社
の
宮
長
制
度

さ
て
陽
夫
多
O
園
の
存
在
に
触
れ
た
、
も
っ
と
も
確
実
な
史
料
は
�
ふ
ち
河
の
記
�
で
、
文
明
五
年
(一
四
七
三
)
五
月
、
筆
者

の
一
条
兼
良
は
美
濃
か
ら
の
帰
路
に
伊
賀
�
か
は
ゐ
�
を
経
由
し
、
牛
頭
天
王
高
松
宮
の
名
称
を
記
し
て

(

)

い
る
。
ま
た
天
理
図
書

9

館
蔵
�
吉
田
兼
右
記
�
に
も
永
禄
十
一
年
(一
五
六
八
)
三
月
十
二
日
条
に
、
�
河
合
郷
牛
頭
天
王
�
の
名
を
記
し
て
お
り
、
中
世
後

期
か
ら
当
地
に
牛
頭
天
王
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。

さ
ら
に
馬
場
区
中
弥
太
郎
家
文
書
に
は
、
天
正
十
九
年
(一
五
九
一
)
六
月
十
三
日
か
ら
記
さ
れ
た
宮
座
帳
が
伝
わ
っ
て

(

)

い
る
。

10

そ
の
人
名
の
脇
に
は
�
当
年
入
衆
�
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
祭
祀
に
新
規
に
加
わ
っ
た
若
衆
が
頭
(当
)
屋
と
な
る
し
き
た
り

が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
入
座
帳
と
推
測
さ
れ
る
。
中
世
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
残
存
史
料
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
伝
わ
る
と
こ
ろ
が

な
い
が
、
安
永
七
年
(一
七
七
八
)
九
月
十
七
日
付
�
河
合
村
長
惣
代
弥
右
衛
門
覚
�
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
伝
承
を
掲
載
し
て

(

)

い
る
。

11

往
古
藤
山
天
王
之
砌
、
元
よ
り
地
頭
持
ち
ニ
而
、
柏
野
、
西
ノ
沢
、
円
徳
院
、
河
合
、
但
シ
今
五
ヶ
村
之
惣
名
也
、
右
四
ヶ

村
立
合
之
社
ニ
而
有
之
候
、
然
ル
所
柘
植
郷
之
柏
野
と
立
合
ニ
付
、
地
頭
方
よ
り
河
合
之
宮
長
を
河
合
長
河
合
長
と
被
召
候

由
、
先
々
よ
り
申
伝
へ
候
、
其
後
今
之
陽
夫
多
江
遷
之
時
、
四
か
所
へ
別
ル
ヽ
、
天
正
伊
賀
乱
後
百
姓
持
ニ
相
成
候
、

近
世
に
は
陽
夫
多
O
園
を
河
合
天
王
と
通
称
し
て
い
た
が
、
元
は
藤
山
天
王
と
い
い
、
中
世
末
期
に
は
柏
野
・
西
ノ
沢
・
円
徳

院
・
河
合
の
四
か
村
立
会
い
で
、
小
領
主
に
祭
祀
権
は
管
掌
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
に
現
在
の
高
松
山
陽
夫
多
へ
遷
し
、
天
正
伊
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賀
の
乱
後
に
地
下
祭
り
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
藤
山
天
王
社
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
知
る
と
こ
ろ
が
な

く
、
神
社
変
遷
の
過
程
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
筆
記
さ
れ
た
�
川
合
牛
頭
天
王
宮
社
方
寺
格
故
実
由
緒
覚
�

に
お
い
て
も
、
冒
頭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
河
合
O
園
氏
子
の
指
導
者
の
由
緒
を
述
べ
て
い
る
。

一
、
宮
長
者
、
往
古
よ
り
社
ニ
附
属
之
者
共
ニ
而
、
本
郷
ニ
万
波
・
上
切
・
丸
尾
・
土
後
・
南
、
馬
場
ニ
高
橋
・
橘
、
千
貝

ニ
阿
美
之
八
株
、
下
郷
ノ
長
、
尤
此
内
ニ
茂
差
別
御
座
候
事
、
田
中
ニ
鷹
森
、
藤
村
、
南
、
馬
田
ニ
松
村
、
千
貝
ニ
平
、

此
五
軒
、
上
郷
之
長
天
正
乱


ハ
、
社
領
致
配
当
、
社
役
相
勤
候
由
、
天
正
乱
後
ハ
、
社
領
も
被
召
上
候
故
、
社
人
茂
扶

持
ニ
離
、
渡
世
空
ヶ
鋪
相
成
、
幸
川
合
一
族
衆
之
内
、
被
立
帰
候
御
方
茂
御
座
候
而
、
社
役
相
渡
候
由
申
伝
へ
候
事
、

こ
こ
に
み
え
る
、
上
下
郷
五
か
村
十
三
軒
の
家
柄
か
ら
出
る
宮
長
(み
や
ち
ょ
う
)
と
い
う
役
職
は
、
近
世
に
お
け
る
河
合
O
園

の
祭
祀
指
導
層
で
、
陽
夫
多
神
社
文
書
�
神
社
昇
格
申
請
書
控
�
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
年
(一
九
二
八
)
ま
で
祭
祀
活
動
が
確
認
さ

れ
る
。
か
つ
て
彼
ら
は
�
川
合
一
族
�
と
通
称
さ
れ
、
家
柄
の
固
定
し
た
株
座
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
天
正
九
年
の
兵
乱
ま
で
、

こ
の
一
族
は
付
近
一
体
の
小
領
主
層
で
、
兵
乱
後
に
帰
農
し
た
家
柄
と
伝
え
る
。
川
合
一
族
衆
は
、
天
正
の
兵
乱
後
に
五
か
村
百

姓
と
な
っ
て
、
近
世
に
は
天
王
社
に
お
い
て
し
ば
し
ば
川
合
座
と
よ
ば
れ
た
記
録
が
あ
り
、
彼
ら
が
陽
夫
多
神
社
の
祭
礼
を
守
護

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
後
半
の
O
園
祭
礼
の
役
付
け
を
み
る
と
組
織
は
上
下
二
座
に
わ
か
れ
、
上
郷
下
郷
と
よ
び
習
わ
し
て
い
た
。
当
時
の

上
郷
と
い
う
の
は
千
貝
・
田
中
・
馬
田
各
村
、
下
郷
は
川
合
・
馬
場
各
村
を
い
う
が
、
千
貝
は
上
下
双
方
に
分
か
れ
て
記
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
他
の
四
か
村
が
宮
長
と
記
す
の
に
対
し
て
、
河
合
村
の
み
は
と
く
に
河
合
長
と
よ
ぶ
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。

�
河
合
村
長
惣
代
弥
右
衛
門
覚
�
の
別
の
事
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
下
郷
は
馬
場
二
十
四
軒
の
う
ち
、
三
軒
宮
長
、
ま
た
六
軒

近世における伊賀陽夫多O園の祭祀と芸能
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は
天
王
社
の
神
輿
舁
き
、
千
貝
村
よ
り
九
軒
の
う
ち
一
軒
宮
長
、
ま
た
三
軒
は
天
王
神
輿
舁
き
、
川
合
の
長
筋
は
十
三
軒
、
そ
れ

を
除
き
村
中
Æ
取
り
で
、
毎
年
八
人
宛
天
王
神
輿
舁
き
を
務
め
、
さ
ら
に
六
月
十
日
、
十
三
日
、
十
四
日
、
三
当
人
数
の
順
番
を

定
め
、
翌
年
の
当
渡
し
役
は
、
前
年
の
十
三
日
に
出
仕
し
て
願
殿
前
で
そ
の
披
露
が
あ
り
、
そ
の
格
式
は
他
の
四
村
よ
り
上
座
へ

出
仕
し
た
。
上
郷
で
は
田
中
村
は
宮
長
三
軒
、
十
軒
は
八
王
子
社
の
神
輿
舁
き
、
馬
田
村
に
は
宮
長
一
軒
、
九
軒
は
八
王
子
神
輿

舁
き
、
千
貝
村
は
宮
長
一
軒
、
七
軒
が
八
王
寺
神
輿
舁
、
馬
場
に
は
八
王
子
宮
長
と
そ
の
神
輿
舁
き
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
川
合

宮
長
の
家
柄
数
は
記
載
を
欠
く
が
、
こ
れ
が
前
掲
の
史
料
の
よ
う
に
五
軒
と
す
れ
ば
総
数
は
十
三
軒
と
な
っ
て
矛
盾
は
な
い
。
上

郷
の
軒
数
も
千
貝
村
一
軒
を
加
え
て
五
軒
と
な
っ
て
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
八
月
の
�
宮
長
口

(

)

上
覚
�
で

12

は
、
下
郷
河
合
十
三
軒
、
馬
場
三
軒
、
千
貝
一
軒
、
計
十
七
軒
、
上
郷
田
中
三
軒
、
馬
田
一
軒
、
千
貝
一
軒
、
計
五
軒
、
総
計
二

十
二
軒
の
宮
長
署
名
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
同
姓
の
も
の
九
軒
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
家
柄
と
し
て
は
先
の
通
り
十
三
軒

と
な
る
。
神
輿
は
天
王
社
と
八
王
子
社
の
二
基
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
駕
輿
丁
は
九
名
、
二
十
六
名
が
出
る
慣
習
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。

第
二
節

近
世
に
お
け
る
シ
ュ
ウ
シ
の
儀
礼

こ
れ
以
外
に
神
事
宮
籠
な
ど
の
と
き
は
、
五
か
村
五
座
に
分
ち
、
願
殿
座
席
の
取
様
、
社
人
・
僧
・
神
子
と
五
か
村
役
人
座
席

を
定
め
、
川
合
村
だ
け
は
ど
の
祭
礼
の
と
き
に
も
参
列
す
る
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
陽
夫
多
O
園
の
願
の
山
は
一
九
三
〇
年
代
と

同
様
に
二
基
で
、
解
願
は
上
下
に
立
分
れ
て
務
め
、
終
り
に
は
上
郷
の
山
を
馬
場
へ
引
下
げ
、
下
郷
と
一
所
に
願
解
御
礼
の
踊
り

を
務
め
た
と
す
る
。
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現
在
、
七
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
シ
ュ
ウ
シ
と
よ
ぶ
行
事
は
、
形
式
的
な
三
献
の
儀
式
を
残
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の

名
称
か
ら
祭
祀
の
�
応
の
儀
礼
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
シ
ュ
ウ
シ
儀
礼
が
前
述
の
�
河
合
村
長
惣

代
弥
右
衛
門
覚
�
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
十
八
世
紀
後
半
の
宮
座
行
事
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
文
に
わ
た
る
が
、

つ
ぎ
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

一
、
五
ヶ
村
座
席
之
定
、
拝
殿
長
十
間
半
、
横
四
間
、
中
ノ
間
三
間
半
ニ
、
横
四
間
、
中
柱
な
し
、
十
四
坪
在
二
十
八
畳
鋪

候
也
、
六
月
神
事
ノ
時
、
此
真
中
御
遷
座
之
西
脇
三
間
半
宛
、
中
柱
弐
本
ツ
ヽ
ニ
通
リ
有
、
此
間
横
四
間
三
ツ
割
ニ
而
、

八
尺
四
寸
ツ
ヽ
上
下
三
間
ツ
ヽ
也
、
五
ヶ
村
御
座
之
割
、
上
三
間
ハ
上
三
カ
村
一
間
宛
、
尤
神
子
中
、
宮
籠
等
出
仕
之
時
、

三
間
之
内
三
ヶ
村
廻
リ
ニ
し
て
、
時
々
間
替
リ
候
定
、
又
下
三
間
之
内
、
西
之
方
ニ
而
一
間
、
馬
場
座
中
東
二
間
川
合
座

也
、
但
シ
馬
場
座
之
内
上
ニ
而
、
一
畳
者
川
合
江
取
、
川
合
役
人
座
ニ
定
、
川
合
座
之
下
ニ
而
一
畳
馬
場
江
返
ス
、
共
に

神
事
之
時
ハ
、
真
中
ノ
御
遷
座
之
外
上
下
二
座
ニ
別
チ
、
下
川
合
座
馬
場
よ
り
二
十
四
軒
、
千
貝
よ
り
九
軒
、
同
席
上
半

分
、
馬
場
・
田
中
・
馬
田
・
千
貝
、
四
ヶ
村
打
込
座
也
、

一
、
正
面
ニ
而
社
人
・
僧
・
神
子
座
定
、
東
向
ニ
而
南
を
上
座
と
定
、
南
川
合
神
主
、
其
次
僧
、
其
次
八
王
子
神
主
、
其
次

神
子
、
僧
ハ
客
座
ニ
テ
、
西
社
人
左
右
と
申
候
得
共
、
実
ハ
川
合
神
主
上
座
也
と
云
、

一
、
五
ヶ
村
役
人
座
席
之
定
、
五
ヶ
村
共
、
其
村
々
之
上
席
を
取
る
定
、
尤
五
ヶ
村
五
座
之
時
役
人
座
上
下
之
差
別
、
絵
図

ニ
而
別
リ
候
事
、

以
上
の
よ
う
に
、
川
合
を
中
心
と
し
た
座
の
配
置
は
き
わ
め
て
厳
格
で
、
陽
夫
多
天
王
の
諸
入
用
は
五
か
村
割
で
、
定
法
は
惣

高
二
つ
割
半
分
川
合
・
馬
場
、
是
を
十
二
に
割
っ
て
、
七
分
が
川
合
、
五
分
馬
場
、
残
り
の
半
分
田
中
・
馬
田
・
千
貝
、
こ
れ
を
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十
に
割
っ
て
、
三
分
五
厘
が
田
中
、
三
分
五
厘
が
馬
田
、
三
分
が
千
貝
、
さ
ら
に
こ
の
割
合
を
な
ら
し
て
、
二
分
九
厘
一
毛
六
糸

六
繊
を
川
合
、
二
分
八
毛
三
糸
四
繊
を
馬
場
、
壱
分
七
厘
五
毛
を
田
中
、
壱
分
七
厘
五
毛
を
馬
田
、
壱
分
五
厘
を
千
貝
と
し
、
銀

銭
・
米
・
人
足
其
外
諸
色
惣
高
も
右
の
割
合
を
掛
け
て
、
決
算
し
た
と
記
録
し
て
い
る
。

第
三
節

陽
夫
多
�
園
の
社
家
と
社
僧

つ
い
で
社
家
は
西
を
川
合
神
主
、
東
を
八
王
子
神
主
と
分
れ
て
、
西
ø
摩
・
東
出
羽
の
二
家
が
存
在
し
た
。
享
保
年
間
よ
り
京

都
吉
田
門
弟
と
な
っ
て
両
家
の
名
字
が
始
ま
っ
た
と
す
る
が
、
第
一
節
で
吉
田
兼
右
の
日
記
を
紹
介
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
当
社

と
京
都
吉
田
神
社
と
の
か
か
わ
り
は
戦
国
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
第
一
節
で
ふ
れ
た
�
川
合
牛
頭
天
王
宮
社
方
寺
格
故
実
由
緒
覚
�

に
よ
る
と
、
当
時
は
社
家
に
宝
暦
元
年
(一
七
五
一
)
の
吉
田
家
神
道
許
状
が
残
っ
て
い
た
模
様
で
、
そ
れ
に
は
�
馬
場
村
高
松
山

牛
頭
天
王
之
司
官
�
と
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
中
世
末
期
ま
で
、
宮
の
こ
と
は
す
べ
て
神
事
祭
礼
は
宮
長
の
采
配
に
よ
り
、
社
務
別
当
の
社
僧
は
五
か
村
に
な
か
っ
た
と

い
い
、
例
年
六
月
十
三
、
四
日
祭
礼
神
事
の
宮
遷
等
社
人
ば
か
り
が
務
め
て
い
た
と
い
う
。
現
存
の
馬
場
村
吉
蔵
院
宝
珠
寺
が
近

世
に
は
神
宮
寺
と
な
っ
て
い
た
が
、
吉
蔵
院
坊
は
元
来
自
力
自
庵
の
寺
で
、
天
正
乱
後
退
転
し
て
い
た
の
で
吉
蔵
坊
を
社
役
手
伝

い
と
し
た
。
元
禄
五
年
(一
六
九
二
)
春
に
全
国
本
末
寺
改
め
が
強
化
さ
れ
、
兼
て
大
江
観
音
堂
の
古
跡
を
移
し
、
同
中
ノ
坊
の
譲

り
を
受
け
て
い
た
の
で
、
翌
年
の
春
、
上
野
の
愛
宕
大
福
寺
の
取
り
次
ぎ
で
嵯
峨
大
覚
寺
末
寺
と
な
っ
た
経
由
が
あ
っ
た
。
天
王

社
僧
と
な
っ
た
の
は
、
元
禄
七
年
七
月
四
日
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
後
半
の
近
世
の
地
誌
�
伊
水
温
故
�
は
六
月
十
四
日

の
高
松
O
園
に
つ
い
て
、
�
仮
殿
盤
場
ノ
西
ノ
方
へ
神
輿
ニ
柄
ヲ
前
日
出
、
馬
場
・
馬
田
・
河
合
三
郷
一
組
亦
田
中
・
千
貝
二
郷
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一
組
双
方
ニ
立
テ
躍
ア
リ
�
と
記
し
、
旧
記
に
よ
っ
て
�
社
領
二
百
石
社
僧
高
松
山
宝
珠
寺
、
院
号
ハ
吉
蔵
院

京
仁
和
寺
下
�

と
す

(

)

る
が
、
地
元
の
記
録
や
伝
承
と
照
合
す
る
と
、
右
記
の
よ
う
な
事
情
で
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

13

第
三
章

陽
夫
多
O
園
の
芸
能
と
信
仰

第
一
節

近
世
陽
夫
多
�
園
の
芸
能

現
行
で
は
花
あ
げ
の
花
笠
は
三
十
本
ほ
ど
、
八
地
区
の
当
番
組
が
製
作
し
て
八
月
一
日
正
午
頃
に
奉
納
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
第

一
章
で
引
用
し
た
河
合
区
の
奥
井
益
五
郎
氏
と
中
弥
太
郎
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
で
は
、
昭
和
の
初
期
で
は
、
花
笠
は
各
字
の
組
ご

と
に
作
ら
れ
る
も
の
以
外
に
各
字
ご
と
の
青
年
花
笠
が
あ
っ
て
、
七
月
二
十
五
日
に
青
年
花
を
作
り
、
二
十
六
日
に
一
般
花
(組

の
花
)
を
作
っ
た
。

青
年
花
笠
は
青
年
会
が
作
る
も
の
で
、
以
前
は
若
い
衆
花
と
よ
ん
で
い
た
。
今
は
芯
花
三
本
、
団
扇
二
十
一
本
程
度
、
昔
は
花

の
み
だ
っ
た
。
ま
た
若
い
衆
花
の
花
笠
に
は
酒
一
升
券
が
つ
い
て
い
た
。
花
つ
く
り
の
後
に
は
、
当
番
の
う
ち
で
会
食
を
し
た
。

当
時
の
ご
ち
そ
う
は
、
佐
那
具
の
下
井
か
ら
生
う
ど
ん
を
買
っ
て
き
て
つ
く
っ
た
冷
や
し
う
ど
ん
だ
っ
た
。
し
か
し
、
組
ご
と
の

花
当
番
の
制
度
は
、
昭
和
に
な
っ
て
成
立
し
た
行
政
制
度
改
革
と
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。
甲
賀
市
大
原
O
園
の
各
字
の
組
共
有

文
書
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
古
く
は
O
園
講
と
し
て
親
類
縁
者
ご
と
に
奉
納
し
た
記
録
が
残
り
、
組
花
の
存
在

は
意
外
と
新
し
い
と
い
え
る
。

陽
夫
多
の
花
あ
げ
と
願
の
山
踊
り
に
つ
い
て
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
す
で
に
そ
の
行
事
が
確
認
で
き
る
。
貞
享
五
年
(一
六
八
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八
)
七
月
十
六
日
付
�
陽
夫
多
O
園
立
願
改
め
議
定
書
�
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

(

)

あ
る
。

14

O
園
御
祭
礼
之
時
、
御
立
願
有
之
面
々
、
願
之
山
花
笠
ほ
こ
上
ヶ
申
次
第
、
如
先
例
改
申
事

一
、
他
村
よ
り
願
之
山
御
酒
も
り
申
時
ハ
、
た
と
へ
氏
子
た
り
と
い
ふ
と
も
其
躍
番
之
村
之
も
り
、
其
内
願
殿
ニ
宮
人
衆
并

其
村
之
庄
屋
・
年
寄
・
振
廻
申
事
、
昼
之
酒
ニ
躍
番
五
村
之
庄
屋
よ
ひ
申
筈
事
、

一
、
同
花
笠
之
御
立
願
施
申
時
ハ
、
御
酒
五
升
宛
、
先
例
よ
り
躍
番
之
村
へ
致
持
参
仕
り
可
申
事
、

一
、
同
ほ
こ
之
御
立
願
施
申
時
ハ
、
先
例
よ
り
御
酒
五
升
宛
、
躍
番
村
へ
致
持
参
、
理
リ
可
申
事
、

右
三
ヶ
条
之
儀
ハ
、
如
先
例
改
役
申
所
也
、
上
方
下
方
寸
分
之
義
ハ
、
鐘
の
跡
限
、
東
西
ニ
見
通
し
、
北
方
ハ
上
郷
其
年

之
躍
番
之
村
へ
付
、
南
方
ハ
下
郷
躍
番
村
へ
付
、
可
致
沙
汰
ハ
躍
花
笠
ほ
こ
、
上
ヶ
申
前
後
之
次
第
ハ
、
御
酒
之
先
次
第

ニ
上
ヶ
可
申
事
、
但
他
村
よ
り
之
御
立
願
者
、
氏
子
之
御
立
願
よ
り
先
ニ
上
ヶ
可
申
事
、

こ
の
史
料
か
ら
み
る
と
、
本
来
、
花
笠
は
立
願
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
奉
納
す
る
も
の
で
、
願
の
山
の
踊
り
奉
納
と
一
緒
に
行
う

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
踊
り
に
つ
い
て
は
�
踊
り
番
�
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
郷
・
下
郷
の
村
落
に
年
ご
と
の
輪
番
制
度

が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
大
・
小
踊
り
を
神
楽
踊
り
と
称
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
と
き
、
本
殿
下
の
仮
殿
が

�
願
殿
�
と
な
っ
て
、
こ
の
場
所
で
宮
長
や
村
役
人
、
踊
り
番
の
村
役
人
ら
に
五
升
の
酒
で
�
応
が
行
う
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

た
だ
し
�
応
を
禁
止
し
て
あ
る
�
ほ
こ
�
と
あ
る
も
の
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
高
価
な
布
で
つ
く
ら
れ
る
花
笠
鉾

の
奉
納
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
事
も
、
本
殿
山
下
に
あ
る
願
殿
前
を
東
西
に
見
通
し
て
、
北
側
に
上
郷
の
踊
り
番

が
、
南
側
に
下
郷
の
踊
り
番
が
場
所
を
占
拠
し
た
。
他
村
か
ら
の
願
解
依
頼
が
氏
子
の
願
解
に
優
先
す
る
な
ら
い
で
あ
っ
た
ら
し
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い
。
願
解
の
お
礼
は
厳
重
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
宮
銀
と
し
て
願
解
料
の
他
に
願
解
祝
儀
振
舞
を
氏
子
間
で
積
立
て
、
O
園
祭
礼
の

節
の
願
解
依
頼
料
を
両
神
主
が
受
け
取
り
、
社
殿
修
覆
費
用
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

文
禄
年
中
よ
り
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
願
の
山
に
つ
い
て
は
、
享
保
四
年
(一
七
一
九
)
ま
で
は
願
解
料
の
取
り
決
め

は
特
に
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
と
き
に
社
殿
大
造
営
の
費
用
賄
い
の
た
め
、
五
か
村
取
り
決
め
で
願
解
料
は
白
銀
一
枚
と
酒

五
升
と
さ
れ
た
と

(

)

い
う
。
氏
子
の
願
解
料
未
払
い
が
あ
る
と
、
宮
長
か
ら
�
宗
旨
除
き
�
の
処
分
が
く
る
。
弘
化
四
年
(一
八
四

15

七
)
七
月
、
千
貝
村
半
右
衛
門
・
宗
助
の
事
例
で
は
、
親
類
縁
者
の
病
気
平
癒
祈
願
を
陽
夫
多
O
園
の
願
の
山
に
依
頼
し
た
が
、

代
銀
が
少
額
で
あ
っ
た
た
め
宮
長
か
ら
詰
問
さ
れ
、
礼
金
支
払
い
の
上
、
詫
証
文
を
上
郷
宮
長
衆
宛
に
提
出
し
て
始
末
し
た
。
以

下
は
そ
の
本
文
で
、
当
時
の
陽
夫
多
O
園
の
信
仰
が
よ
く
理
解
で

(

)

き
る
。

16

右
両
人
私
シ
共
厚
縁
之
親
類
故
三
年
以
前
頃
、
半
右
衛
門
兄
石
川
村
良
蔵
并
惣
助
親
類
、
下
友
田
村
定
八
、
嫁
大
病
相
煩
候
、

色
々
養
生
仕
候
得
共
、
養
生
不
相
叶
、
就
而
ハ
御
願
ノ
山
天
王
江
相
掛
ケ
呉
候
得
者
、
早
速
全
快
仕
、
誠
ニ
天
王
御
理
徳
ニ

而
、
平
s
仕
難
有
仕
合
奉
存
候
、
次
第
ニ
願
解
仕
度
、
則
当
未
六
月
、
願
ノ
山
願
解
仕
候
處
、
右
両
人
共
、
不
計
心
違
、
氏

子
故
千
貝
村
請
並
代
銀
ニ
而
、
為
相
済
候
處
、
追
々
宮
長
衆
よ
り
、
及
御
聞
ニ
相
成
相
顕
、
一
言
申
訳
無
御
座
候
ニ
付
、

段
々
御
断
申
上
、
下
友
田
村
定
八
、
良
蔵
右
両
人
、
石
川
村
之
名
前
を
以
、
不
足
銀
等
も
相
�
、
願
解
為
相
済
貰
、
其
後

色
々
相
嘆
候
得
共
、
本
人
ハ
申
ニ
不
及
、
親
類
共


も
天
王
宗
旨
相
除
候
様
、
被
仰
下
奉
畏
候
得
共
、
宗
旨
相
除
き
候
而
ハ
、

氏
神
之
御
縁
切
候
而
者
、
嘆
ヶ
敷
候
故
、
厚
ク
御
断
申
上
候
處
、
格
別
之
御
許
義
を
以
、
為
御
済
被
下
、
重
々
難
在
都
合
奉

存
候
、
就
而
ハ
私
シ
共
、
両
人
之
内
子
孫


も
此
訳
申
伝
、
心
得
違
無
之
様
可
仕
候
、
其
上
他
所
親
類
共
ハ
申
ニ
不
及
、
若

職
分
ニ
而
も
、
願
ノ
山
下
料
ニ
而
相
解
候
義
聞
付
候
ハ
ヽ
、
早
速
宮
長
衆
江
是
又
可
申
上
候
、
前
条
之
通
相
背
候
節
ハ
、
天
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王
仕
出
相
除
き
被
下
候
共
、
一
言
御
断
申
上
間
敷
候
、
仍
而
為
後
日
、
誤
リ
一
札
差
上
申
候
處
、
如
件
、

第
二
節

陽
夫
多
�
園
の
信
仰
と
影
響

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
願
の
山
は
杉
の
葉
を
屋
根
に
葺
い
た
丸
太
組
み
の
簡
単
な
太
鼓
台
で
あ
り
、
一
基
に
三
つ
の
大
型

鋲
打
ち
太
鼓
を
の
せ
て
数
十
人
が
綱
を
引
き
、
囃
し
上
げ
の
歌
と
と
も
に
移
動
し
つ
つ
、
若
衆
が
六
人
掛
か
り
で
打
つ
。
こ
れ
を

大
踊
り
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
幼
児
が
締
め
太
鼓
を
打
ち
手
と
受
け
手
を
一
組
と
し
て
、
六
組
十
二
名
の
小
踊
り
が
あ
る
。
願

の
山
大
踊
り
と
小
踊
り
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
祭
礼
芸
能
は
、
現
在
で
は
陽
夫
多
O
園
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
近
世
に
は
、
願
の

山
の
形
態
は
近
在
の
友
田
神
社
と
大
山
田
植
木
天
王
社
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
小
踊
り
の
様
式
は
ま
た
別
の
芸
能

様
式
と
し
て
分
布
し
て
い
る
。

花
あ
げ
と
小
踊
り
が
一
体
化
し
た
祭
礼
芸
能
は
、
近
接
す
る
伊
賀
市
柘
植
の
都
美
恵
神
社
の
O
園
祭
り
に
、
さ
ら
に
甲
賀
地
方

で
は
甲
賀
市
上
馬
杉
油
日
神
社
O
園
祭
り
、
同
鳥
居
本
の
大
原
神
社
O
園
祭
り
、
同
土
山
の
瀧
樹
神
社
ケ
ン
ケ
ト
祭
り
に
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
囃
し
上
げ
の
歌
う
囃
し
歌
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
�
イ
ン
ヨ
ー
、
ソ
ー
ラ
イ
�
や

�
げ
に
も
さ
と
な
い
�
と
か
の
囃
し
詞
が
伝
承
さ
れ
、
こ
れ
が
囃
し
上
げ
の
歌
う
、
�
げ
に
も
さ
あ
り
�
の
訛
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
の
タ
イ
プ
の
小
踊
り
が
各
地
に
分
布
す
る
意
味
に
つ
い
て
、
か
ね
て
よ
り
疑
問
を
も
っ
て

き
た
が
、
文
化
六
年
(一
八
〇
九
)
上
野
城
下
の
仕
立
て
屋
伊
兵
衛
の
願
の
山
祈
願
の
一
件
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
踊
り
の
他

に
小
踊
り
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
が
よ
う
や
く
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
わ

(

)

れ
る
。

17

一
、
寛
文
十
庚
戌
年
五
月
中
旬
よ
り
上
野
表
ニ
藤
堂
靫
負
様
ニ
う
ま
や
奉
公
い
た
し
、
川
合
与
次
右
衛
門
と
申
者
が
上
野
三
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ノ
町
仕
立
や
伊
兵
衛
と
申
者
ニ
被
相
頼
、
申
参
候
申
参
ニ
付
、
宮
長
へ
申
出
、
願
ノ
山
ハ
、
今
度
高
松
山
天
王
ヘ
男
子
大

病
ニ
付
、
小
太
鼓
ヲ
立
願
可
こ
め
申
候
間
、
願
解
致
く
れ
申
ニ
付
、
お
や
重
四
郎
、
お
や
重
四
郎
お
や
勘
右
衛
門
、
親
作

次
右
衛
門
。
親
清
次
郎
、
お
や
三
重
七
、
其
外
下
方
右
銭
申
寄
合
、
申
談
い
ろ
い
ろ
い
た
し
申
候
得
共
、
往
古
よ
り
か
き

物
等
無
御
座
候
ニ
而
、
又
其
上
田
中
村
お
や
善
太
夫
殿
ヘ
申
談
天
、
宮
儀
相
尋
申
入
候
得
共
、
何
分
他
村
よ
り
小
た
い
こ

お
と
ら
せ
申
か
た
無
之
と
申
ニ
付
、
端
と
上
野
三
ノ
町
伊
兵
衛
方
小
だ
い
こ
お
ど
り
申
儀
、
先
規
之
か
た
は
づ
れ
申
ニ
付
、

皆
相
止
ニ
相
成
申
候
御
事
、

文
化
巳
年


百
三
拾
三
年
相
成
申
候
、
右
先
祖
よ
り
ゆ
い
つ
た
へ
、
扠
又
手
覚
畏
為
後
日
如
件
、

右
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
高
松
山
天
王
願
の
山
の
効
験
が
上
野
城
下
ま
で
知
ら
れ
、
小
太
鼓
の
踊
り
(小
踊
り
)
で
立
願
す
れ

ば
子
供
の
大
病
が
治
癒
す
る
と
い
う
の
で
、
金
を
集
め
て
立
願
の
準
備
を
し
た
が
、
寛
文
十
年
(一
六
七
〇
)
当
時
は
他
村
の
願
は

受
け
付
け
な
い
と
い
う
の
で
、
つ
い
に
断
念
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
で
は
他
村
の
願
は
受
け

付
け
て
い
た
が
、
百
年
以
前
は
ま
だ
そ
の
慣
例
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

陽
夫
多
O
園
に
お
け
る
願
の
山
踊
り
の
病
気
平
癒
の
効
験
が
知
ら
れ
、
享
保
四
年
(一
七
一
九
)
の
造
営
に
際
し
て
藤
堂
家
か
ら

も
寄
付
米
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
伊
賀
盆
地
の
近
隣
村
落
で
も
願
の
山
を
模
倣
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
天
保
十
一

年
(
一
八
四
〇
)
に
近
接
す
る
中
友
田
村
椿
宮
に
お
い
て
も
、
陽
夫
多
O
園
に
願
掛
け
し
た
分
の
願
解
を
椿
宮
で
も
引
き
受
け
た
た

め
、
つ
い
に
藩
へ
の
訴
訟
争
論
と
な

(

)

っ
た
。
私
の
八
〇
年
代
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
、
陽
夫
多
の
囃
し
上
げ
と
同
様
の
歌
謡
が
一

18

部
伝
承
さ
れ
て

(

)

い
た
。

19

さ
ら
に
安
政
四
年
(一
八
五
七
)
六
月
、
い
つ
も
な
ら
O
園
天
王
の
神
水
井
が
七
日
頃
か
ら
湧
き
出
し
て
、
十
日
の
井
戸
掃
除
の
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と
き
に
は
多
く
湧
き
出
る
の
で
あ
る
が
、
十
一
日
に
至
っ
て
も
一
向
に
神
水
が
湧
き
上
が
っ
て
こ
な
い
事
件
が
あ
っ
て
、
不
吉
な

こ
と
が
あ
る
と
役
人
た
ち
が
相
談
し
て
い
た
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
、
伊
賀
山
田
郷
の
牛
頭
天
王
(現
植
木
神
社
)
に
て
も
願

の
山
を
初
め
、
陽
夫
多
O
園
に
祈
願
し
た
人
々
の
願
解
を
少
額
に
て
引
受
け
て
い
る
と
の
風
聞
が
あ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
山
田
郷
と

談
判
訴
訟
と
な
り
、
翌
年
閏
正
月
に
は
陽
夫
多
O
園
願
解
料
の
損
金
が
山
田
郷
方
よ
り
納
め
ら
れ
て
勝
訴
し
た
。
そ
の
結
果
、
O

園
神
水
が
い
つ
も
の
よ
う
に
湧
き
出
て
き
た
と
伝

(

)

え
る
。
願
の
山
踊
り
が
陽
夫
多
O
園
に
の
み
伝
承
さ
れ
、
近
隣
村
落
に
展
開
さ

20

れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
事
件
が
背
景
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

安
永
の
宮
長
争
論

近
世
宮
長
の
動
向
が
比
較
的
詳
細
に
わ
か
る
の
は
、
中
弥
太
郎
家
文
書
に
宮
長
関
係
文
書
が
伝
来
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

�
陽
夫
多
O
園
祭
に
つ
き
騒
動
覚
�
と
�
川
合
牛
頭
天
王
宮
社
方
寺
格
故
実
由
緒
覚
�
に
よ
る
と
、
と
く
に
安
永
四
年
(一
七
七

五
)
冬
よ
り
社
僧
吉
蔵
院
と
宮
長
衆
と
の
軋
轢
が
発
生
し
、
思
い
が
け
ず
村
役
人
層
を
巻
込
ん
だ
村
方
騒
動
に
展
開
し
、
大
庄
屋

所
に
持
込
ま
れ
る
争
論
と
な
っ
た
た
め
、
陽
夫
多
O
園
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
文
書
が
整
理
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
一
件
の
史

料
に
そ
っ
て
事
件
の
概
要
を
論
じ
て
み
よ
う
。

安
永
四
年
冬
、
氏
子
共
有
財
産
で
あ
る
宮
山
(高
松
山
)
の
材
木
が
、
宮
長
と
村
役
人
に
相
談
な
く
伐
り
出
さ
れ
る
事
件
が
発
生

し
た
。
山
番
を
詰
問
し
た
と
こ
ろ
、
吉
蔵
院
の
蔵
を
造
営
す
る
た
め
木
材
が
必
要
と
い
う
の
で
切
出
し
を
認
め
た
と
い
う
。
実
は

こ
の
背
後
に
は
、
馬
場
村
庄
屋
四
郎
兵
衛
と
馬
田
村
の
庄
屋
九
郎
兵
衛
の
指
図
が
あ
っ
た
。
翌
年
に
な
っ
て
、
吉
蔵
院
は
河
合
天

王
の
宝
蔵
を
兼
ね
た
蔵
を
建
立
す
る
名
目
で
、
自
分
で
地
所
を
選
ん
で
三
月
に
は
す
で
に
棟
上
げ
に
至
っ
た
。
村
役
人
の
一
部
に
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諮
っ
た
と
は
い
え
、
宮
長
ら
五
か
村
氏
子
に
無
断
で
実
行
し
た
こ
と
が
先
規
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
氏
子
と
吉
蔵
院
の

対
立
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。

さ
ら
に
そ
の
年
の
暮
れ
に
い
た
っ
て
、
蔵
普
請
大
工
の
日
雇
い
飯
代
米
二
十
四
俵
を
五
か
村
に
割
賦
し
よ
う
と
し
た
が
、
宮
長

た
ち
は
拒
否
し
た
。
宮
長
の
言
い
分
は
、
先
年
般
若
堂
を
天
王
社
の
宝
蔵
を
兼
ね
る
予
定
で
改
造
し
た
の
で
、
そ
れ
で
十
分
と
村

役
人
に
は
説
明
し
た
。

そ
れ
よ
り
も
神
輿
の
破
損
が
問
題
な
の
で
、
そ
ち
ら
を
優
先
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
永
六
年
河
合
方
の
宮
長
は
伊
賀
上
野
の

宮
大
工
に
、
吉
蔵
院
は
京
都
の
大
工
を
世
話
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
注
文
出
す
話
に
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
村
役
人
た
ち

の
相
談
だ
け
で
上
野
の
方
を
断
り
、
吉
蔵
院
の
紹
介
に
な
る
京
都
の
宮
大
工
に
発
注
し
て
誂
え
た
。
と
こ
ろ
が
神
輿
の
出
来
が
悪

く
、
そ
の
年
の
祭
礼
一
度
で
破
損
し
た
。

こ
の
交
渉
も
馬
場
村
庄
屋
四
郎
兵
衛
と
馬
田
村
庄
屋
九
郎
兵
衛
が
、
千
貝
村
出
身
の
京
都
松
屋
七
郎
兵
衛
な
る
人
物
が
寄
進
し

た
い
と
い
う
の
で
、
神
輿
屋
と
の
交
渉
は
七
郎
兵
衛
が
行
っ
て
総
計
二
貫
文
百
七
十
匁
と
な
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
天
王
氏

子
と
し
て
組
頭
の
河
合
弥
右
衛
門
が
、
七
郎
兵
衛
に
吉
蔵
院
と
輿
屋
と
の
交
渉
が
成
立
す
る
ま
で
待
機
す
る
よ
う
に
、
書
面
に
て

問
い
合
わ
せ
た
こ
と
か
ら
行
き
違
い
が
生
じ
、
七
郎
兵
衛
が
立
腹
し
た
。
こ
の
顚
末
に
よ
っ
て
村
役
人
衆
が
弥
右
衛
門
を
大
庄
屋

所
へ
訴
訟
し
て
、
組
頭
を
罷
免
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
き
違
い
が
成
立
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
年
の
六
月
十
四
日
に
な
っ
て
、
願
の
山
願
解
の
寄
銀
の
勘
定
を
め
ぐ

っ
て
騒
動
が
生
じ
た
。
以
前
は
、
五
か
村
の
村
役
人
と
宮
長
が
集
ま
っ
て
年
々
の
宮
方
惣
勘
定
を
公
開
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い

た
が
、
近
年
は
村
役
人
が
実
行
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
五
か
村
参
会
の
場
に
、
上
下
郷
の
宮
長
が
吉
蔵
院
に
乗
込
み
、
惣
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勘
定
の
実
現
と
当
年
の
神
輿
修
覆
費
用
の
支
払
い
も
生
じ
る
こ
と
故
、
勘
定
の
内
容
を
聞
き
た
い
と
申
込
ん
だ
こ
と
か
ら
、
村
役

人
と
宮
長
の
対
立
が
激
化
し
た
の
で
あ
る
。

安
永
七
年
(一
七
七
八
)
三
月
á
日
、
五
か
村
年
寄
、
河
合
村
五
人
組
頭
、
社
人
、
宮
長
が
稲
垣
平
左
衛
門
大
庄
屋
所
に
呼
び
出

さ
れ
た
。
大
庄
屋
と
五
か
村
庄
屋
が
連
座
し
て
、
天
王
の
宮
の
件
で
吟
味
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宮
の
件
に
つ
い
て
は
、
氏

子
よ
り
願
い
筋
の
あ
る
と
き
は
河
合
方
宮
長
が
村
役
人
へ
相
談
す
る
慣
例
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
、
大
庄
屋
は
天
王
の
宮
に

お
け
る
河
合
本
郷
の
証
拠
を
求
め
、
こ
の
一
点
で
宮
長
側
と
論
争
と
な
っ
た
。
つ
ぎ
の
史
料
は
当
日
の
宮
長
側
の
意
見
と
大
庄
屋

側
の
意
見
の
骨
子
で
あ
る
。

又
河
合
よ
り
申
上
候
ハ
、
何
證
拠
と
申
義
も
無
御
座
候
得
共
、
上
郷
四
ヶ
村
ハ
小
宮
茂
御
座
候
得
共
、
河
合
ニ
ハ
小
宮
無
御

座
、
世
間
ニ
而
茂
河
合
天
王
と
申
習
は
せ
候
故
、
河
合
ハ
五
ヶ
村
之
本
郷
と
覚
居
申
候
と
、
申
上
候
者
、
其
ニ
而
又
被
仰
候

ハ
、
河
合
か
何
之
本
郷
ニ
而
可
有
哉
、
河
合
郷
之
惣
名
也
、
小
宮
之
な
き
ハ
、
得
と
し
た
か
へ
ぬ
故
也
、
己
等
ハ
河
合
之
か

い
ち
や
う
共
、
然
と
被
仰
候
故
、
成
程
か
い
ち
や
う
ニ
而
御
座
候
由
、
申
上
候
得
者
、
か
い
ち
や
う
ハ
神
輿
舁
也
と
被
仰
候

故
、
私
共
之
仲
間
者
、
神
輿
舁
ニ
而
者
無
御
座
、
上
郷
ニ
而
茂
宮
長
と
申
候
、
神
輿
舁
家
と
ハ
別
ニ
御
座
候
と
、
申
上
候
得

者
、
又
被
仰
者
、
か
い
ち
や
う
と
い
え
は
神
輿
舁
之
事
な
り
、
己
等
か
役
は
神
輿
舁
た
り
、
年
々
祭
当
人
之
吟
味
し
た
り
、

組
膳
之
餠
を
î
に
か
け
た
り
、
酒
之
世
話
や
き
、
花
笠
踊
之
世
話
が
役
な
り
と
、
い
ろ
い
ろ
雑
言
を
被
仰
候
ニ
付
、

河
合
方
宮
長
は
�
河
合
長
�
と
署
名
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
略
称
が
大
庄
屋
と
の
論
争
の
稙
と
な
っ
て
い
る
。
河
合
長
を

�
か
い
ち
ょ
う
�
と
発
音
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
河
合
長
と
は
駕
輿
丁
で
あ
る
と
大
庄
屋
側
は
主
張
し
、
宮
長
側
が
祭
礼
行
事
の

采
配
と
称
す
る
内
容
を
す
べ
て
た
ん
な
る
祭
礼
の
雑
役
と
と
ら
え
、
伝
統
的
な
宮
長
に
よ
る
陽
夫
多
O
園
の
祭
祀
権
を
否
定
す
る

(20) 119



方
向
に
進
ん
だ
。
宮
長
ら
は
反
論
を
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、
大
庄
屋
の

責
を
受
け
、
天
王
の
宮
の
こ
と
は
今
後
一
切
村
役
人
衆

の
評
議
に
ま
か
せ
、
詫
証
文
を
提
出
さ
せ
て
宮
長
ら
の
采
配
を
認
め
な
い
、
厳
し
い
裁
断
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的

な
陽
夫
多
O
園
の
大
き
な
変
更
と
な
る
。
そ
こ
で
、
河
合
方
は
さ
っ
そ
く
に
村
方
惣
参
会
を
催
し
、
こ
の
一
件
に
つ
い
て
詫
証
文

の
提
出
を
行
え
ば
、
従
来
の
祭
祀
の
先
格
変
更
と
な
る
の
で
、
再
度
反
論
の
訴
状
を
大
庄
屋
に
提
出
し
、
詫
証
文
提
出
先
延
ば
し

の
作
戦
に
出
た
。
こ
れ
に
上
郷
三
か
村
は
同
調
し
た
が
、
も
と
も
と
河
合
方
と
対
立
し
て
い
た
馬
場
村
は
詫
証
文
を
提
出
し
た
。

前
章
で
宮
長
人
数
と
駕
輿
丁
人
数
が
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
史
料
も
こ
の
宮
長
と
駕
輿
丁
の
混
同
の
反
論
の
た

め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

反
論
の
訴
状
は
庄
屋
九
平
太
の
反
対
で
書
替
え
を
要
求
さ
れ
、
提
出
を
日
延
べ
し
て
つ
い
に
不
提
出
に
終
っ
た
。
上
郷
三
か
村

の
訴
状
は
、
田
中
村
庄
屋
善
大
夫
が
大
庄
屋
へ
持
参
し
た
が
、
訴
状
の
一
人
の
馬
田
村
松
次
郎
は
善
大
夫
の
子
に
あ
た
る
の
で
、

親
子
訴
訟
は
認
め
な
い
と
し
て
松
次
郎
の
削
除
を
求
め
ら
れ
、
こ
ち
ら
も
不
提
出
に
終
っ
た
。
こ
の
騒
動
に
つ
い
て
、
河
合
宮
長

田
矢
清
内
ら
は
四
郎
兵
衛
と
九
郎
兵
衛
が
吉
蔵
院
を
宮
坊
と
し
て
五
か
村
持
ち
と
計
画
し
て
、
大
庄
屋
を
動
か
し
た
と
み
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
宮
長
ら
は
村
落
の
ほ
と
ん
ど
が
加
入
す
る
氏
子
帳
を
抱
え
、
宗
教
的
権
威
と
し
て
の
シ
ュ
ウ
シ
を
背
景
に

陽
夫
多
O
園
の
厳
格
な
運
営
を
主
張
し
、
村
役
人
層
の
圧
力
に
対
抗
し
た
。
騒
動
の
始
末
は
そ
の
ま
ま
延
長
さ
れ
続
け
、
天
明
元

年
(
一
七
八
一
)
の
O
園
祭
礼
後
、
六
月
二
十
八
日
に
な
っ
て
宮
長
ら
は
村
役
人
衆
に
呼
び
出
さ
れ
、
八
月
十
五
日
宮
惣
籠
の
節
、

惣
勘
定
の
帳
面
の
公
開
を
約
束
し
、
こ
の
事
件
は
三
年
目
に
し
て
よ
う
や
く
落
着
を
み
た
の
で
あ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て

陽
夫
多
O
園
の
祭
礼
芸
能
は
、
O
園
信
仰
の
疫
病
除
け
の
機
能
を
願
の
山
と
い
う
簡
素
な
様
式
の
山
に
加
え
た
も
の
で
、
疫
神

を
送
り
出
す
た
め
に
�
お
囃
し
歌
�
を
囃
し
上
げ
が
歌
っ
て
、
大
踊
り
と
小
踊
り
で
願
解
き
を
行
う
役
割
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
当
地
の
�
お
囃
し
歌
�
は
、
歌
謡
的
に
は
同
じ
く
中
世
後
期
に
流
行
し
た
小
歌
系
の
メ
リ
ス
マ
ッ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な

く
、
庶
民
的
な
囃
子
物
歌
謡
に
属
す
る
も
の
で
、
シ
ラ
ビ
ッ
ク
な
様
式
を
と
っ
て
い
る
。

O
園
の
神
水
や
願
掛
け
に
よ
っ
て
大
病
を
逃
れ
た
人
々
が
、
六
月
十
四
日
の
祭
日
に
願
解
を
依
頼
の
た
め
O
園
さ
ん
に
参
詣
し
、

花
笠
を
奉
納
し
て
疫
神
の
願
解
の
踊
り
を
求
め
た
。
造
花
で
飾
ら
れ
た
燈
籠
形
式
の
花
笠
は
、
滋
賀
県
甲
賀
地
方
で
は
激
し
く
争

っ
て
花
を
奪
い
あ
う
こ
と
か
ら
花
奪
い
の
名
称
が
あ
る
が
、
当
地
で
は
花
あ
げ
と
よ
ん
で
い
る
。
花
笠
は
疫
神
の
憑
依
を
期
待
し
、

最
後
に
参
詣
人
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
疫
神
の
退
去
を
表
象
し
た
遷
却
の
行
事
で
あ
る
。
大
小
の
踊
り
が
企
画
さ
れ
た
の

は
、
ど
う
や
ら
子
供
の
病
に
は
子
供
に
よ
る
踊
り
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
か
ら
の
よ
う
で
、
小
踊
り
は
子
供
の
願
解
の
踊
り
と
し

て
機
能
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
世
的
な
特
徴
を
も
つ
芸
能
と
は
別
に
、
陽
夫
多
神
社
に
は
宮
長
と
よ
ぶ
祭
祀
組
織
が
存
在
し
、
近
世

初
期
天
正
か
ら
の
史
料
を
多
く
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
伝
承
で
も
当
地
の
祭
礼
は
文
禄
年
中
に
さ
か
の
ぼ
る
と
す
る

が
、
現
実
に
天
正
十
九
年
(一
五
九
一
)
六
月
十
三
日
か
ら
は
じ
ま
る
�
三
重
県
史

資
料
編
中
世
二
�
所
収
の
�
陽
夫
多
神
社
頭

番
帳
�
を
も
ち
、
現
行
の
芸
能
様
式
と
史
料
の
年
代
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
世
初
期
か
ら
近
代
に
い
た
る
古
文
書
の
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検
証
の
結
果
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
祭
礼
と
は
少
し
異
る
形
態
の
祭
祀
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

近
畿
地
方
の
祭
礼
芸
能
は
歴
史
的
な
変
容
が
大
き
く
、
現
行
の
も
の
は
き
わ
め
て
様
式
化
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

陽
夫
多
O
園
の
場
合
も
例
外
で
は
な
く
、
現
状
の
み
か
ら
判
断
す
る
の
は
難
し
く
、
歴
史
的
な
変
容
の
あ
り
方
を
検
証
し
な
が
ら

本
来
の
様
式
を
復
元
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。
現
実
に
、
近
世
の
祭
祀
組
織
や
信
仰
、
そ
し
て
芸
能
様
式
と
比
較
し
て
み

る
と
、
現
行
の
民
俗
芸
能
化
は
、
す
で
に
重
要
な
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

注(

)

三
重
県
神
職
会
編

1
(

)

�
奈
良
県
総
合
文
化
財
調
査
記
報
告

都
介
野
地
区
�
一
九
五
一
年
で
、
平
山
敏
治
郎
は
陽
夫
多
神
社
の
願
の
山
踊
り
を
か
ん
こ
踊
り

2

と
混
同
し
て
扱
っ
て
い
る
。

(

)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
�
中
世
の
囃
子
物
芸
能
│
囃
子
の
民
俗
性
を
め
ぐ
っ
て
�
(�
比
較
日
本
文
化
研
究
�
九
号

二
〇
〇
五
年
)に
お
い

3

て
再
論
し
た
。

(

)

滋
賀
県
教
育
委
員
会
編

4
(

)

三
重
県
教
育
委
員
会
編

一
一
九
四
年

5
(

)

注

参
照

6

3

(

)

以
下
の
聞
き
取
り
は
、
二
〇
〇
八
年
三
重
県
教
育
委
員
会
の
�
伊
賀
市
陽
夫
多
神
社
の
O
園
祭
映
像
記
録
作
成
�
事
業
の
過
程
で
、
植

7

木
行
宣
・
豊
岡
勇
両
氏
が
ま
と
め
ら
れ
た
聞
き
書
き
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
い
る
。

(

)

注

参
照

8

7

(

)

�
群
書
類
従
�

日
記
部
紀
行
部
所
収

9

18

(

)

中
弥
太
郎
家
文
書
�
陽
夫
多
神
社
頭
番
帳
�
(�
三
重
県
史
資
料
編

中
世
二
�
所
収
)

10
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(

)

同
家
文
書
�
陽
夫
多
O
園
祭
に
つ
き
騒
動
覚
�
所
収

11
(

)

同
家
文
書
�
陽
夫
多
O
園
祭
に
つ
き
騒
動
覚
�
所
収

12
(

)

菊
岡
如
幻
著

上
野
古
文
献
刊
行
会
編

一
九
八
三
年

13
(

)

中
弥
太
郎
家
文
書

14
(

)

注

参
照

15

12

(

)

中
弥
太
郎
家
文
書

弘
化
四
(一
八
四
七
)年
七
月
付
�
千
貝
村
半
右
衛
門
・
宗
助
詫
証
文
�

16
(

)

同
家
文
書

文
化
六
年
(一
八
〇
九
)八
月
二
十
五
日
付
�
川
合
長
覚
�

17
(

)

陽
夫
多
神
社
文
書

天
保
十
一
年
(一
八
四
〇
)十
二
月
付
�
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
之
覚
�
虫
損
に
よ
り
難
読
と
な
っ
て
い
る
。

18
(

)

鞆
田
小
学
校
保
管

明
治
三
十
八
年
当
時
の
�
郷
土
資
料
�

第
十
三
�

昔
の
歌

俗
謡
・
童
謡
�
に
西
王
母
の
歌
が
記
さ
れ
、
椿

19

大
明
神
の
四
月
一
日
例
祭
の
神
楽
歌
と
し
て
い
る
。

(

)

中
弥
太
郎
家
文
書

安
政
四
年
(一
八
五
七
)六
月
付
�
山
田
公
事
願
書
下
書
�
お
よ
び
陽
夫
多
神
社
文
書

安
政
四
年
四
月
付
�
和
談

20

相
規
書
之
事
�・
�奉
差
上
一
札
之
事
�。
虫
損
の
た
め
、
上
野
市
古
文
献
刊
行
会
の
翻
刻
資
料
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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